
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続税の納税義務者の範囲                 

Ｑ：平成29年度の税制改正では、相続税や

贈与税の納税義務者の範囲が見直されたとか。

どのようになったのですか？                                

                                              

Ａ：次のようになりました。  

【解説】  

平成29年度の税制改正では、相続税及び贈

与税の納税義務者の範囲が、次のようになり

ました。  

この改正は、平成29年４月１日以後の相続

税及び贈与税から適用されます。  
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①相続人・受贈者の住所が国内

一時居住者 左記以外

10年以内 非居住

に国内住 被相続人等

所あり 上記以外

②相続人・受贈者の住所が国外

10年以内に 10年以内に 日本国籍なし
国内住所あり 国内住所なし

10年以内 非居住

に国内住 被相続人等
所あり 上記以外

国内財産に課税

国内財産に課税

国内財産に課税

国
内
住
所
な
し

10年以内に
国内住所なし

国
内
住
所
な
し

国内財産に課税

国内・国外財産に課税

国
内
住
所
あ
り

一時居住

被相続人等

上記以外 国内・国外財産に課税

日本国籍あり

国内財産に課税

国内財産に課税

10年以内に
国内住所なし

一時居住
被相続人等

国
内
住
所
あ
り

上記以外
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